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趣 旨

●法令根拠は砂防法による。

（明治30年制定）

●砂防指定地内の適正な管理を図るた
めに必要な一般的技術基準を定める。

許可が必要な行為
大阪府砂防指定地管理条例及び
大阪府砂防指定地管理規則参照



他法令、基準との関係
都市計画法に基づく開発行為
宅地造成及び特定盛土規制法に基づく土地の造成
などの行為

砂利採取法に基づく砂利採取行為
採石法に基づく採石行為
自然公園法により、土地の形質変更について、特に
規定のあるもの

森林法により、土地の形質変更について、特に規定
のあるもの

 「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅
地造成等大規模開発審査基準（案）」とは異なる内
容については、本基準を適用。



概 説

●「砂防指定地」とは治水上砂防のため、
砂防設備を要し、又は一定の行為を禁
止し、もしくは禁止制限する区域。

①府内の砂防指定地面積は約33,000ha
（府全体面積の約18%）
②砂防指定地の確認は各土木事務所の
管理課にお問い合わせください。



治水上影響のある行為について
沈砂池（調整池）

沈砂池：開発行為に伴う開発地区内から

地区外への土砂流出を防止する。

（開発面積１ha以上は設置義務）

＜参考＞
調整池：開発行為に起因する雨水流出量

の増加分を調節する。
（各流域の設置基準による⇒大阪府庁）



区分 設計流出土砂量

宅地造成 100㎥/ha/年

ゴルフ場

運動場等
150㎥/ha/年

沈砂池

工事中の沈砂池

区分 流出土砂量

盛土部 800㎥/ha

切土部 400㎥/ha

治水上影響のある行為について
調整池・沈砂池

存置期間：治水上悪影響がなくなるまで
（裸地が多いものは恒久）

切土部で20㎝以上客土する範囲は盛土
として扱う。



砂防上影響のある行為について
切 土

切土小段

高さ５ｍ毎に幅２ｍ

高さ２０ｍ毎に幅３ｍ

【注意！】

砂防指定地内の基準
は図のとおりですが、
【角度30°以上かつ
高さ５ｍ以上の斜面】
があれば、別法律（土
砂法：別講義参照）に
より警戒区域等に指定
されることがあります。



盛土勾配 ３０度以下

盛土高さ １５ｍまで

法面は裸地で残してはならない

法尻末端に土留工を行う

直高５ｍ毎に幅２ｍ以上の小段を設置

盛土と地山の境には滑止処置を行う

盛土高の１/３以上の埋設工の実施

など

砂防上影響のある行為について
盛 土



法面保護工

切土法面及び盛土法面は裸地のまま残さない

●法面の侵食防止

●法面の風化防止

植生可能な法面 ⇒ 植生工（張芝、植生マット、種子吹付等）

植生に適さない法面 ⇒ 構造物による法面保護工

植生では不安定な法面 （モルタル吹付、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工等)



地下水及び地中の浸透水の排除



その他行為地内での注意点

行為地内での土砂の崩壊、渓流への土砂流出を防止
するために必要な砂防施設を設置

渓流への盛土は原則として行わない

行為地の上流に残流域が存在する場合は、行為地が
被害を受けるのを防止するために砂防施設を設置

防災計画書は行為地の地形、気象、その他最悪の条
件を想定して作成



大阪府HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/shinsei/index.html





土砂災害防止法関連

砂防指定地内行為許可技術審査基準 ⇒ 切土勾配３５度以下

土砂災害防止法 ⇒ 勾配３０度以上、高さ５ｍ以上で区域指定

開発の際はご留意を


